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⛇冬到来！くらしの中で気を付けていただきたいこと⛇ 
日々寒さが本格的に深まり、家の中で過ごすことが増える季節になってきました。 

寒い時期ならではの注意点や、現在お問い合わせが増えているトラブル対策についてまとめました

ので、ご一読いただき皆様で安心安全な生活を送っていただけるようご協力をお願いいたします。 

 

 

暖房器具を使用することが増えるこの季節。 

締め切った部屋で換気をせずに暖房を使用していると、 

器具によっては一酸化炭素中毒の危険がありますのでお気を 

付けください。また、ヒートショックによる事故を防ぐため 

入浴の際はあらかじめ浴室の床をシャワーのお湯で暖かく 

しておくなどの工夫をお願いします。 

 

 

最近、騒音や振動に関する苦情や問い合わせが増えております。 

  

・ゲームやテレビ視聴を大音量でする、ヘッドフォンやイヤフォンなしで大きな音楽を聴く、 

楽器を演奏する 

・夜間や早朝などの時間に大きな声で騒ぐ、物を動かしたり落としたりするような音を立てる、 

 大きな足音を立てる  …等 

 

生活スタイルは人により異なるものですが、市営住宅はたくさんの入居者の方が共同で生活を営む

場所です。娯楽を楽しんだり、生活をする上で必要な作業によりどうしても大きな音が出てしまう

ことが予想される場合は、時間帯や頻度を考え、近隣にお住いの方への配慮をお願いいたします。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 入居者だより  

◆室内の温度調整について◆ 

◆団地内外の不適切な駐車について◆ 

駐車場利用は基本的に『指定された区画に、許可を受けた方が駐車する』というルールに 

なっております。最近、『借りた区画以外のスペースや団地外の商業施設に無断で車を停める

方がいる』というご指摘が上がっておりますので、ご注意ください。 

駐車スペースのことでお困りの場合は、ご自身で判断する前に団地内の駐車スペース委員に相

談するか、市営住宅管理事務所までお問合せください。 

 

 

◆振動、騒音の防止について◆ × 



～安心・安全な生活を皆様がお送り 

いただけるよう、一人一人のご協力を 

よろしくお願いいたします～ 

 

 

高齢者への見守り・気配りをお願いします 
●市営住宅では、高齢者の方だけで暮らしている世帯が増えています。安心、安全な団地づくり

には、高齢者の方への見守り・気配りが欠かせません。 

 

●「新聞や郵便物が溜まっている」、「最近見かけない」、「連絡が取れない」など、普段と 

様子が違うと感じたら、市営住宅管理事務所・市役所（市営住宅課）・地域包括支援センター・

お近くの民生委員のいずれかにご連絡ください。 

 

●緊急の場合は、先に警察・消防・救急などにご連絡をお願いいたします。 

 

＜入居者の皆様へ＞…入居の際に「緊急連絡先」として指定した番号に変更が 

ある場合は、市営住宅管理事務所までお知らせください。 

 

住宅を一定期間不在にする際のお願い 

（不在届の提出・近所への声掛けをお願いします） 

●数週間の入院、帰省、旅行などで住宅を留守にする場合は、「不在届」の提出をお願いしてお

ります。書類が必要な方は、市営住宅管理事務所までご連絡ください。 

 

●急な用事で家を空けなければいけない、届け出を出せない場合でも、お住いの団地の住宅管理

人や近くの部屋の方・市営住宅管理事務所等に「〇日から△日まで留守にする予定です」とお伝

えくださいますようお願いいたします。 

 

誰にも知らせずに長期間不在にした結果、近隣の方から心配され、警察などに通報が行ってしま

うケースが多く見られます。 

 

 ！ 

＜富山市営住宅管理事務所 年末年始休業日について＞ 

１２月２９日（水）～１月３日（月）は休業となります。（１月４日（火）から通常営業） 


